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町長新年挨拶

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

町
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
や
か

に
初
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上

げ
ま
す
。
ま
た
、
町
政
運
営
に
関
し
ま
し
て

は
、
特
段
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、
深

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
３
年
を
超
え
る
長
期
間
、
度
重
な

る
感
染
拡
大
を
繰
り
返
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
は
、
昨
年
５
月
に
感
染
症
法

上
の
位
置
づ
け
が
５
類
に
移
行
し
ま
し
た
。

こ
の
感
染
症
が
も
た
ら
し
た
人
流
の
停
滞
に

よ
る
各
種
産
業
、
こ
と
に
観
光
業
の
大
幅
な

落
ち
込
み
は
、
地
域
経
済
が
回
り
始
め
た
こ

と
で
持
ち
直
し
の
傾
向
が
見
え
始
め
て
お
り

ま
す
。し
か
し
、今
冬
は
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
と
の
同
時
流
行
が
懸
念
さ
れ
ま
す
の
で
、

ワ
ク
チ
ン
接
種
や
基
本
的
な
感
染
防
止
対
策

に
努
め
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
建
設
及
び
開
所
に
遅

れ
が
生
じ
て
い
た
町
立
大
鰐
診
療
所
で
す

が
、
昨
年
10
月
１
日
に
よ
う
や
く
開
所
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
病
院
か
ら
診
療
所
へ

と
形
態
は
変
わ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
も

安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
て
い
た
だ
く
た
め

に
、
介
護
・
保
健
・
福
祉
、
及
び
周
辺
医
療

施
設
と
の
密
接
な
連
携
を
築
き
、
皆
様
の
健

康
を
守
り
、
生
活
に
寄
り
添
う
医
療
を
目
指

し
て
ま
い
り
ま
す
。

昨
今
頻
発
す
る
災
害
へ
の
対
応
に
つ
き
ま

し
て
は
、
町
の
喫
緊
の
課
題
の
一
つ
で
あ
り

ま
す
。
昨
年
８
月
の
大
雨
で
は
、
農
地
の
冠

水
や
道
路
の
法
面
崩
壊
な
ど
の
被
害
が
発
生

し
ま
し
た
。
ま
た
、
年
間
を
通
じ
て
複
数
件

の
火
災
も
発
生
し
、
尊
い
生
命
と
財
産
が
失

わ
れ
ま
し
た
。
町
で
は
、「
災
害
に
強
い
ま

ち
づ
く
り
」
の
重
要
性
を
再
確
認
し
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
被
災
箇
所
の
早
期
復
旧
に
努
め

る
と
と
も
に
、
防
災
訓
練
や
非
常
用
物
資
の

備
蓄
等
も
継
続
的
に
実
施
し
、
今
後
も
関
係

機
関
と
協
力
し
な
が
ら
町
の
防
災
対
策
を
徹

底
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
防
災
拠
点
と
な
り
得
る
役
場
庁
舎

の
建
て
替
え
に
つ
き
ま
し
て
も
、
昨
年
度
か

ら
本
格
的
に
検
討
を
進
め
て
お
り
、
町
に
相

応
し
い
新
庁
舎
の
整
備
方
針
と
計
画
を
定

め
、
町
民
の
誰
も
が
親
し
み
を
持
ち
、
安
全

で
利
用
し
や
す
く
、
か
つ
職
員
が
働
き
や
す

い
施
設
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

町
の
主
要
産
業
の
農
業
振
興
策
に
つ
き
ま

し
て
は
、
生
産
者
の
足
腰
を
強
靭
に
す
る
べ

く
、
農
業
生
産
施
設
整
備
に
対
し
て
の
支
援

強
化
や
減
収
対
策
支
援
な
ど
、
多
面
的
で
重

層
的
な
対
策
で
農
業
を
支
え
て
ま
い
り
ま
す
。

第
６
次
大
鰐
町
振
興
計
画
に
つ
き
ま
し
て

は
、
未
来
に
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
ま

ち
づ
く
り
を
町
民
の
皆
様
と
と
も
に
推
進

し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
的
な
成
長
を
維

持
し
て
い
く
指
針
と
し
て
、「
わ
に
な
っ
て　

み
ん
な
ポ
カ
ポ
カ　
大
鰐
町
」
を
ま
ち
の
将
来

像
に
掲
げ
て
、昨
年
３
月
に
策
定
し
ま
し
た
。

近
年
の
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
の
進
行
に

加
え
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

の
経
験
に
よ
る
新
し
い
生
活
様
式
へ
の
変
化
、

原
油
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
そ
の
他
の
物
価
高

騰
な
ど
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と

の
な
い
時
代
へ
の
転
換
期
を
迎
え
て
い
ま
す
。

行
政
需
要
が
複
雑
多
様
化
す
る
中
、
町
の
財

政
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
で
は
あ
り
ま

す
が
、
合
理
的
で
機
能
的
な
行
政
運
営
に
努

め
、
引
き
続
き
財
政
規
律
を
堅
持
し
効
率
的

で
効
果
的
な
財
政
運
営
を
推
進
し
て
い
く
と

と
も
に
、
人
口
減
少
の
克
服
、
町
の
主
産
業

で
あ
る
農
業
を
主
体
と
し
た
事
業
承
継
、
産

業
振
興
及
び
観
光
振
興
な
ど
、
今
後
も
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
ま
い
る
所
存
で
す
。

ま
た
、
振
興
計
画
に
基
づ
き
町
の
情
報
を

い
ち
早
く
届
け
る
た
め
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア

カ
ウ
ン
ト
「
わ
に
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」
を
昨
年
末
に

開
設
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
観
光
や

生
活
情
報
の
ほ
か
、
災
害
時
に
役
立
つ
気

象
・
避
難
所
等
の
情
報
な
ど
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
新
た
な
ツ
ー
ル
と
し
て
、
広
く
認
知

さ
れ
、
皆
様
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し

て
お
り
ま
す
。

す
べ
て
の
町
民
の
笑
顔
を
守
る
た
め
、
こ

れ
か
ら
も
「
安
全
・
安
心
」
に
「
健
や
か
」

で
「
心
豊
か
」
な
暮
ら
し
が
で
き
、
ま
た
、

町
民
一
人
ひ
と
り
が
繋
が
り
大
き
な
輪
に
な

る
こ
と
で
、
皆
様
が
「
温
か
い
」
と
感
じ
、

そ
し
て
「
住
み
た
い
、
住
み
続
け
た
い
」
と

思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り

に
、
職
員
と
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
が
町
民
の
皆
様
に
と
り
ま
し
て
、
健

康
で
実
り
多
い
年
と
な
り
ま
す
よ
う
心
か
ら

ご
祈
念
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た

し
ま
す
。

大
鰐
町
長 

山
田 

年
伸

『
住
み
た
い
・
住
み
続
け
た
い
』

　
　
　
　
　
　
　
　
心
豊
か
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
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トピックス　  まちの話題 

広報おおわに １月号

寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た

社
会
福
祉
法
人　

北
光
会
よ
り
、小
学
校
、

中
学
校
の
音
楽
活
動
の
費
用
と
し
て
、
現
金

20
万
円
の
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
小
田

桐
磨
理
事
長
よ
り
「
子
供
た
ち
の
音
楽
活
動

の
た
め
に
役
立
て
て
ほ
し
い
」
と
、
同
法
人

開
催
の
音
楽
コ
ン
サ
ー
ト
の
際
に
、
招
待
さ

れ
て
い
た
小
中
学
校
の
校
長
に
手
渡
さ
れ
ま

し
た
。

町
で
は
、
小
中
学
校
の
音
楽
活
動
の
費
用

と
し
て
利
用
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

大
鰐
温
泉
ス
キ
ー
場
オ
ー
プ
ニ
ン

グ
セ
レ
モ
ニ
ー
が
行
わ
れ
ま
し
た

大
鰐
温
泉
ス
キ
ー
場
で
12
月
16
日
、
今
季

の
営
業
に
あ
わ
せ
て
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ

モ
ニ
ー
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

積
雪
不
足
の
た
め
、
コ
ー
ス
オ
ー
プ
ン
は

延
期
と
な
り
ま
し
た
。

同
ス
キ
ー
場
指
定
管
理
者
で
あ
る
東
洋
建

物
管
理
株
式
会
社
の
七
尾
嘉
信
社
長
は
「
今

年
も
安
全
・
安
心
し
て
、
多
く
の
お
客
様
に

楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
ス
タ
ッ
フ
一
同
で

頑
張
る
」
と
述
べ
ま
し
た
。

そ
の
他
、
大
鰐
保
育
園
の
創
作
太
鼓
、
大

鰐
小
学
校
マ
ー
チ
ン
グ
バ
ン
ド
に
よ
る
演
奏

も
行
わ
れ
、
息
の
合
っ
た
演
奏
と
所
作
、
か

わ
い
ら
し
い
掛
け
声
で
、
来
賓
や
つ
め
か
け

た
保
護
者
ら
を
楽
し
ま
せ
ま
し
た
。

成
田
晴
風
選
手
が
表
敬
訪
問
し
ま

し
た

成
田
晴
風
選
手
が
先
日
行
わ
れ
た
プ
ロ
野

球
ド
ラ
フ
ト
会
議
に
て
、
埼
玉
西
部
ラ
イ
オ

ン
ズ
に
４
位
で
指
名
を
受
け
た
こ
と
を
町
長

へ
報
告
し
ま
し
た
。

成
田
選
手
は
、「
一
軍
に
上
が
っ
て
活
躍

し
て
い
る
姿
を
大
鰐
町
の
皆
さ
ん
に
見
て
も

ら
い
た
い
。
こ
れ
か
ら
も
応
援
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。」
と
述
べ
ま
し
た
。
町
長
は

「
町
民
の
皆
さ
ん
と
一
生
懸
命
応
援
し
て
い

き
ま
す
。
ケ
ガ
の
な
い
よ
う
に
頑
張
っ
て
く

だ
さ
い
。」
と
激
励
し
ま
し
た
。

成
田
選
手
か
ら
、
町
長
に
サ
イ
ン
ボ
ー
ル

が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

東
北
地
区
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員

功
労
者
表
彰

　

第
64
回
全
国
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
研
究
協

議
会
青
森
大
会
に
て
、
本
町
ス
ポ
ー
ツ
推
進

委
員
の
大
川
信
昌
氏
と
吹
田
良
子
氏
の
２
名

が
30
年
以
上
勤
続
し
た
こ
と
に
対
し
て
感
謝

状
の
表
彰
を
受
け
ま
し
た
。

　

大
川
氏
は
「
30
年
、
た
だ
一
生
懸
命
や
っ

て
き
た
だ
け
で
す
。
あ
っ
と
い
う
間
で
し

た
。」
と
述
べ
、そ
れ
に
対
し
て
町
長
は
「
長

年
に
わ
た
り
、
地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
発
展
に
ご

尽
力
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

と
感
謝
を
述
べ
ま
し
た
。
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インフォメーション　  まちのお知らせ 
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

久吉ダム水道企業団からお知らせ
●冬期間の『水道料金』について

１月から３月までの冬期間は積雪等により検針が困

難なため、水道メーターの検針は行っておりません。

　このため、１月から３月までの水道料金については、

10月から12月までの３か月分の平均使用水量を各月

の使用量とみなし、料金を算定して請求させていただ

いております。なお、過不足が発生した場合は、４月

以降に精算しております。

冬期間における水道料金等のご不明な点について

は、企業団までお問い合わせください。何とぞご理解

とご協力をお願いいたします。

●水道の凍結について
冬期間の凍結による水道管の破損には、十分注意し

ましょう。

万が一水漏れがあった場合は、当企業団指定業者に

て修理してください。

※凍結防止のための水の出しっ放しについては、軽

減対象にはなりませんのでご了承ください。

　　指定給水装置工事事業者は

　　　こちらをご覧ください→

●水道使用の開始・中止について
水道の使用を開始・中止される場合、予定日の４～

５日ほど前までに当企業団までお問い合わせくださ

い。

■お問合せ　
　久吉ダム水道企業団　☎48・2229

まるごと大鰐秋の感謝祭が令和５年11月25日（土）、26日（日）の２日間、地域交流センター「鰐 come」と

まちなかで開催されました。

初日は雪が降る悪天候に見舞われましたが、両日ともにたくさんの来場者で賑わいました。

まるごと大鰐秋の感謝祭が開催されました

Memories



7 広報おおわに １月号

町では、町内の観光需要の促進や地域経済の活性化

を図ることを目的とした、冬季観光キャンペーンを実

施しています。

【内容＆対象者】
①町内宿泊施設に宿泊する方

　⇒宿泊日当日または翌日のリフト１日券が無料！

②鰐 come でリフト券を提示した方

　⇒入浴料大人150円引き、小人70円引き！

【キャンペーン期間】
令和５年12月16日（土）から令和６年３月10日（日）まで

※大鰐温泉スキー場営業開始日から終了日まで

【町内宿泊施設】
宿泊施設名 電話番号

１ 青森ワイナリーホテル 48・2881

２ 正観湯温泉旅館 48・3000

３ 昇泉閣紅葉館 48・3231

４ 昭和温泉旅館すみれ 55・5983

５ 不二やホテル 48・3221

６ 星野リゾート 界 津軽 050・3134・8092

７ ヤマニ仙遊館 48・3171

８ 料理旅館　福士館 48・3135

９ 旅館　きしもと 48・3267

10 温泉民宿　赤湯 48・2315

11 畑山温泉民宿 48・2031

12 民宿河鹿荘 48・2339

13 星の丘 IN おおわに 050・1325・5558

令和５年度おおわに冬季観光キャンペーン

大韓航空　青森・ソウル線が令和６年１月２０日

（土）から運行を再開します。

【運行開始日】
　令和６年１月２０日（土）から

【ダイヤ】
　週３便（火、木、土）運行

　仁川発　午前10時30分→青森着　午前12時50分

　青森発　午後１時55分→仁川着　午後４時55分

【運行機材】
　B737－８（146席）

３年10か月ぶりの再開となり、心待ちにしていた

方も多いと思います。直行便で行きやすくなった韓国

で、グルメや観光など満喫してみてはいかがでしょう

か。

仁川空港は世界各地への路線を持つハブ空港です。

ぜひ、韓国をはじめ世界各地へのご旅行などでご利用

ください。

○青森県庁 HP「青森・ソウル線関連情報」

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/

kotsu/beyondseoul_2020.html

大韓航空　青森・ソウル線の運行再開決定！

■お問合せ　

◆リフト券に関すること　大鰐温泉スキー場　☎49・1023

◆入浴券に関すること　　大鰐町地域交流センター「鰐 come」☎49・1126

◆宿泊に関すること　　　上記の町内宿泊施設

大鰐町ゆるキャラ

もやっぴー
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～病気になっても住み慣れた地域で暮らしたい～

■お問合せ　保健福祉課地域包括支援係　☎55・6569（直通）

あなたの暮らしを支える
「医療」と「介護」

「在宅医療」とは、病気や心身の障がい等で通院が困難となった際に、医師や歯科医師、看護師や薬剤師等が、

自宅や有料老人ホーム等の「生活の場」に訪問して行う医療のことです。

「在宅介護」とは、高齢の方や病気、障がい等を持っている方が、自宅で必要な介護サービスを受けること

です。

□ 今、自宅で生活している人は

　→「役場の地域包括支援センター」に相談。

□ 今、病院にいる人は、

　→「病院のソーシャルワーカー」に相談。

※ソーシャルワーカーは福祉や医療等の相談支援を行う専門職です。ソーシャルワーカーが不在の病院は、

　まずは、看護師等に相談してください。

□今、介護認定を受けて介護保険サービスを利用している人は

　→「事業所のケアマネジャー」に相談。 

「在宅医療」「在宅介護」を知っていますか？

「在宅医療・在宅介護」を支える専門職

病気や介護等の不安を抱えた方には、さまざまなサポートが必要です。

医療や介護が必要になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、

医療と介護の専門職が連携して、在宅生活をサポートします。

自宅での医療や介護をお考えの際は

10月30日（月）町内の医療関係者（医
師・看護師・薬剤師）、介護関係者（ケアマ
ネジャー・ヘルパー・施設職員等）、行政
が集まって、身寄りのない方への支援を
テーマに話し合いを行いました。

大鰐町では医療と介護の専門職で顔の
見える関係づくりを行い、連携を深めて
います。
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後期高齢者医療被保険者のみなさまへ　～75歳以上の方にお知らせです～
●交通事故等にあったとき
　交通事故や暴力等、第三者（自分以外の人）の行為

によって負傷され、被保険者証を使って治療を受けた

ときは、必ず住民生活課国保年金係へ届出してくださ

い。また、自損事故や、業務中の事故で労災が適用さ

れない場合も届出が必要です。

詳細については、住民生活課国保年金係または青森

県後期高齢者医療広域連合までお問合せください。

■お問合せ
住民生活課国保年金係　☎55・6563（直通）

青森県後期高齢者医療広域連合　☎017・721・3821

20歳になる皆さんへ国民年金保険制度のお知らせ
国民年金は、老後や、病気や事故で障害が残ったと

き、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世

代みんなで支えようという考えで作られた仕組みで

す。20歳になった方には、日本年金機構から国民年

金（第１号被保険者）に加入したことをお知らせして

います。（厚生年金保険に加入している方を除く）

〇国民年金保険料と納付の種類
国民年金第１号被保険者及び任意加入被保険者の１

か月当たりの保険料は16,590円です（令和５年度）。

納付方法は「納付書（Pay － easy も可能）・口座振

替・クレジットカード」があります。

前納制度をご利用いただくと、毎月払よりも保険料

がお得になります。一番割引率が大きいのは、口座振

替の２年前納です。

・「付加年金制度」
定額保険料（16,590円）に月額400円の付加保険

料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に付加

年金が加算され、年金額を多く受け取れます。

※付加年金及び前納は申出月からの開始となりますの

で、20歳到達月（20歳の誕生日の前日が含まれる月）

からの納付を希望される場合は、20歳到達月中にお

申し出ください。

〇学生納付特例制度と免除制度・納付猶予制度
・「学生納付特例制度」

本人の所得が一定額以下の場合、世帯主の所得にか

かわらず保険料の納付が猶予される制度です。

対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大

学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校

及び各種学校（修業年限１年以上である課程）、一部

の海外大学の日本分校に在学する方です。

・「納付猶予制度」
学生ではない50歳未満で、ご本人及び配偶者の所

得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される制

度です。

・「免除制度」
１号被保険者で、ご本人及び配偶者及び世帯主の所

得が一定額以下の場合や、失業した場合で納付が経済

的に難しい場合などに所得に応じた保険料が免除され

る制度です。

■お問合せ　
　弘前年金事務所　☎27・1339

　ねんきん加入者ダイヤル　☎0570・003・004

　住民生活課国保年金係　☎55・6563（直通）

確定申告等に必要な年金の通知書がマイナポータルで受け取れます
これまで書面により交付していた公的年金等の源泉

徴収票や社会保険料（国民年金保険料）控除証明書

を、e － Tax での確定申告等で利用できるように、 マイ

ナポータルで電子データの受け取りが可能となりまし

た。

令和５年９月までに、マイナポータルからねんきん

ネットをご利用いただいているすべての方に電子送付

されています。書面で受け取っていた方も、ねんきん

ネットからの再交付申請により電子データを受け取る

ことができます。ただし、令和３年以前分の電子デー

タは確定申告で使うことはできません。

詳しくは日本年金機構

ホームページをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/denshisofu_kojin.html

後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料

 第７７期 納付期限
令和６年１月31日（水）まで令和６年１月31日（水）まで
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国民健康保険被保険者のみなさまへ　
～今年度の特定健診はお済みですか？～

●特定健康診査（特定健診）とは
特定健康診査とは、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシン

ドロームに着目し、生活習慣を改善するための特定保健指導を必要とする人を的確に抽出するために行うもの

です。

●対象者
大鰐町に住所を有する青森県国民健康保険の被保険者のうち令和５年度中に40歳以上になる人です。

ただし、病院等へ長期入院している人、障害者施設や介護保険施設等に入所している人などは除きます。

対象者には、令和５年５月に黄色の受診券を送付しております。年度途中に資格を取得された方には、随時送

付しております。紛失された方は、再発行しますので下記までご連絡ください。

●健診の内容　

　身体計測、診察、尿検査、血液検査、血圧測定、心電図検査などです。

●受診の方法
①集団検診・・・今年度は終了しました。（６月・７月・11月実施済み）

②個別健診・・・かかりつけの医療機関で受けられます。

　受診できる医療機関の一覧を、受診券に同封していますので、ご確認ください。

　受診を希望する人は、直接、電話等で医療機関へ申し込み（予約）してください。

　受診の際は、必ず「被保険者証」と「受診券」を持参してください。

●受診券利用期限　令和６年２月29日まで

●料金　年度内１回は無料で受診できます。　

※ただし、年度内２回以上の健診、上記以外の精密検査、治療や指導に要する費用などは自己負担となりますの

で、ご注意ください。

～みなし健診についてのお知らせ～
●「みなし健診」とは
　受診券を利用せず、職場健診等で受診した際の健診結果を町へ提出していただくことで、再度健診を受診する

お体の負担を軽減し、特定健診を受けたこととみなす健診のことです。

●必要な検査結果項目
　「みなし健診」には、下記の全ての結果が必要です。

　　①身体計測（身長・体重・腹囲）

　　②血圧

　　③尿検査（蛋白・糖）

　　④血液データ

　　　【血中脂質】　中性脂肪（TG）、 HDL コレステロール、 LDL コレステロール

　　　【肝機能】　GOT（AST）、GPT（ALT）、γ－GTP

　　　【糖代謝】　空腹時血糖または HbA1c

　　⑤診断医師名　医師の診断

●ご協力いただける方は　　

　令和５年度中に実施した健診結果の原本を役場④番窓口までご持参ください。

　ご協力いただいた方には、町指定ごみ袋（30L 10枚入）をご用意しております。

■お問合せ　住民生活課国保年金係　☎55・6563（直通）
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住民生活課窓口へお越しの際は必ず本人確認書類をご持参ください

住民票 申請者、申請者と同じ世帯以外の方
※世帯分離をしているときは親子でも委任状が必要です。

戸籍謄抄本等 申請者、申請者の配偶者、申請者の直系親族（父母、祖父母、子、孫）以外の方

身分証明書 申請者以外の方

印鑑の登録 申請者以外の方
※印鑑証明書は、印鑑登録証（カード）を提示すれば代理人でも委任状不要。

※委任状の用紙は、窓口でお渡ししているほか、町ホームページにも掲載しております。

●マイナンバーカードを申請しませんか？
　マイナンバーカードの夜間窓口では、事前にご予約いただいた方のみ、顔写真の撮影から申請手続きまでを無

料で行います。

【来庁予約はこちらから】　　　スマートフォン：　　　　　　　☎：55・6563（平日８時30分～17時）

【必要書類】申請書と本人確認書類

　・申請書の再交付を行っておりますが、再交付には本人確認書類が必要です。

　・申請書があれば、スマートフォン・パソコンから申請ができます。詳しくはこちら

■お問合せ　住民生活課戸籍住民係　☎55・6563（直通）
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（
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受取予約

申請予約

　「住民票」や「戸籍証明書」等を交付する際に、個人情報保護となりすましによる不正取得防止のため、窓口

にお越しの方の本人確認を行っております。

　本人確認書類がない場合は住民票等の交付をお断りしておりますので、窓口へお越しの際は必ず本人確認書類

をご持参くださるようお願いします。

特に印鑑証明書は、「印鑑登録証（カード）」がなければ交付ができませんのでご注意ください。

●本人確認書類の例（有効期限内のものに限る）
顔写真が付いているもの
※いずれか１つを持参

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書（平成24年４月１日
以降発行のもの）、旅券（パスポート）、障害者手帳

顔写真が付いていないもの
※いずれか２つを持参

健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、
医療費受給資格証、年金手帳、年金証書、学生証、生活保護受給者証

●委任状が必要な場合
　窓口に来る方が次に該当する場合、申請者（使う方）からの委任状が必要です。
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【一時所得のある方】
□ 生命保険金等の受取に係る証明書など
【譲渡所得のある方】（不動産の売却、貴金属や書画
を売却して利益を得た方）
□ 売買契約書、特別控除適用に必要な証明書など
④各種控除を受けるために必要な書類
【医療費控除を受けたいとき】
□ 医療費控除の明細書や領収書、医療費通知など
□ 補てん金の額がわかるもの（生命保険から受け
取った入院給付金や手術給付金など）
【障害者控除を受けたいとき】
□ 身体障害者手帳などの障害の程度がわかるもの
【各種保険料の控除を受けたいとき】
□ 生命保険料、地震保険料などの控除証明書または
領収書

□ 社会保険料（国民健康保険税を含む）、国民年金保
険料などの控除証明書または領収書
【寄附金控除を受けたいとき】
□ 寄附金の受領書や証明書など
⑤所得税の納付申告をされる方で振替納税を希望す     
   る方
□ 申告者の通帳（または金融機関名と支店名及び口
座番号のわかるもの）　
□ 通帳の届出印
⑥所得税の還付申告をされる方
□ 申告者の通帳（または金融機関名と支店名及び口
座番号のわかるもの）
　【注意！】代理者口座は不可です。
　　　　　　（準確定申告を除く）

　P15　令和６年度（令和５年分）町・県民税申告相談②　へ続きます。

申告相談日程を確認しましょう！    　日程表をみて対象地区・会場を確認しましょう
▶開場…午前８時30分　▶申告相談時間…午前９時～午後３時

相談日 曜日 相談対象地区 会場
２月　９日 金 全地区　給与・年金のみの方

大鰐町地域交流
センター

「鰐ｃｏｍｅ」
（多目的ホール）

13日 火 全地区　給与・年金のみの方
14日 水 虹貝・虹貝新田

15日 木 島田・早瀬野

16日 金 唐牛（１～５町内）・駒木

19日 月 唐牛（６～10町内）・駒ノ台・日の出・前田ノ沢

20日 火 蔵館（１，２，３，６，７，８町内）

21日 水 蔵館（４町内，５町内Ａ，５町内Ｂ）

22日 木 元長峰・苦木

26日 月 長峰・九十九森

27日 火 三ツ目内

28日 水 居土

29日 木 高野新田・折紙

３月　１日 金 八幡館

４日 月 森山・鯖石

５日 火 宿川原

６日 水 大鰐１町内～大鰐５町内Ｂ

７日 木 大鰐６町内Ａ～大鰐７町内Ａ

８日 金 大鰐７町内Ｂ～大鰐10町内

９日 土 全地区　【上記期間中に来場できなかった方】
10日 日 全地区　【上記期間中に来場できなかった方】
11日 月 全地区　【上記期間中に来場できなかった方】
12日 火 全地区　【上記期間中に来場できなかった方】
13日 水 全地区　【上記期間中に来場できなかった方】

※混雑を避けるために対象地区を設定していますが、相談者の都合の良い日にご来場ください。

３
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令和６年度（令和５年分）町・県民税申告相談 ①

申告する必要があるか確認しましょう！   チェックがついたら申告会場へお越しください１
　次の①から④に当てはまる方は申告する必要があります。
　当てはまる項目に チェックマークをつけて確認してみましょう！

申告に必要なものをそろえましょう！　　必要書類等に をつけてみましょう

令和６年１月１日現在、大鰐町内に住所があった方は、令和５年中の収入・所得などについて令和６年３月
15日までに大鰐町に町・県民税の申告書を提出することになっています。

町・県民税の申告書は１月第４週の回覧で配布する「申告説明書」にあるほか、町のホームページからダウン
ロードすることができます。また、町・県民税申告書を作成するための申告相談会を３の日程で開催します。申
告相談会では町・県民税申告書のほか、所得税の確定申告書の作成も支援します。

申告相談会場の開設期間は、２月９日（金）から３月13日（水）までです。

①給与所得者で次に該当する方
□ 勤務先から町へ「給与支払報告書」が提出されな
い方（提出の有無は勤務先にご確認ください。）
□ 年の途中で退職したため年末調整をしていない方
□ 給与のほかにも収入がある方、または２か所以上 
に勤めて給与を受けた方
□ 社会保険料控除、扶養控除、医療費控除など年末
調整に出し忘れた各種控除がある方
★収入が給与所得のみで、勤務先が年末調整した給与
支払報告書を町に提出する方は申告が不要です。
②年金所得者で次に該当する方
□ 年金所得以外の所得がある方
□ 収入が非課税年金（遺族年金、障害年金）のみの方
□ 社会保険料控除、扶養控除、医療費控除など各種
控除がある方
★次の要件に該当する方は申告が不要です。
　▶収入が公的年金収入のみの65歳未満の方で、年
　　金収入98万円以下の方
　▶収入が公的年金収入のみの65歳以上の方で、年
　　金収入148万円以下の方

③事業所得などがある方
□ 農業　□ 営業　□ 不動産　□ 山林　□ 配当
□ 一時（生命保険の一時金や賞金など）　
□ 譲渡（不動産の売却、貴金属や書画を売却して利 
益を得たなど）　
□ 雑（原稿料や講演料、生命保険の個人年金など）
★所得がゼロの場合や収支が収入から経費を引いた所
得が少額・マイナスの場合であっても申告が必要で
す。また、譲渡所得（不動産売却など）があった方で、
特別控除を受けるためには、確定申告が必要です。
※申告書の作成に当たり、領収書等は集計の上、ご来

場ください。
④休職・求職中であったために収入がなかった方で次
　のいずれかに該当する場合は申告しましょう
□ 国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方
　⇒保険税及び保険料の算定資料となりますので、
　　必ず申告をお願いします。
□ 他の市町村に住んでいる方の扶養になっている方
④に該当する方は、３月15日～４月15日の間、役場
税務課で申告を受付けます。

　申告相談に行く前に、次の①から⑤までの申告に必要なものを確認し、 チェックマークをつけてみましょう！

①本人確認書類（代理人が手続きする場合は、代理
　人と申告者のもの）

□ マイナンバーカード
□ マイナンバーカードをお持ちでない方は…
　　マイナンバー通知カードと運転免許証などの本人 
　確認書類が必要です。
②利用者識別番号（16桁の番号です）

　利用者識別番号を取得した際にプリントアウトし
たものや、税務署から送付された確定申告のお知ら
せ等、利用者識別番号が記載されている書類をお持

ちください。
　昨年度、町の申告相談会場で所得税の確定申告書
を作成した方は、町で把握しているため不要です。

③収入・経費の分かる書類
【給与所得者、公的年金などの所得がある方】
□ 源泉徴収票（必ず原本が必要です。）
【営業・農業・不動産等の事業所得がある方】
□ 売上等収入金額がわかるもの
□ 必要経費となる領収書など

２
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

所得税・復興特別所得税の納期限は ･･･

３月15日（金）です
３月16日以降の所得税の確定申告についてはご
自身で税務署へ郵送若しくは直接持参していた
だくことになりますので、あらかじめご了承く
ださい。

■お問合せ　税務課住民税係　☎55・6562（直通）

　相談時間短縮のため、次のことにご協力ください。
①医療費の領収書の仕分け
　医療費控除の申告をされる方はなるべく医療費通知書を持ってきていただき、領収書を持ってくるときは、「受
診した人／医療機関／調剤薬局」ごとに仕分けしてきてください。

②収入・経費の仕分け
　申告していただく収入は、委託手数料や運賃手数料、協力金などの控除金額が引かれる前の額を合計してきて
ください。また、委託手数料や運賃手数料、協力金等は経費として申告していただくので、それぞれの合計額を
計算してきてください。

③必要書類は忘れずにお持ちください。
　必要書類が不足している場合は、再度会場にお越しいただき、申告のやり直しをしていただきますので、ご確
認の上、お越しください。
　令和５年分の所得税の確定申告書をご自身で税務署に提出する方は町への町民税・県民税の申告は不要です。
※申告相談期間中は、担当職員が申告会場に移動します。

役場税務課窓口での申告相談はできませんのでご了承ください。

相談時間の短縮にご協力ください！

令和６年度は評価替えの年度です
評価替えとは、固定資産の価格変動に対応し、均衡

のとれた適正な価格に見直す作業のことをいい、令和
６年度は評価替えの年度となります。

固定資産税は、固定資産の「適正な時価」を課税標
準として課税するため、本来毎年度評価（額）を見直
すことが理想的ですが、膨大な量の土地、家屋につい
て毎年度評価（額）を見直すことは、実務的には不可
能であることや、課税事務の簡素化を図り、徴税コス
トを最小に抑える目的で評価替えは３年に１度のタイ
ミングで行っています。

なお、土地の価格については、令和７年度、令和８
年度において地価の下落があり、価格を据え置くこと
が適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正
することとなっています。

●評価替えに合わせて雑種地宅地並みの評価方式を変
更します

令和６年度の評価替えに合わせて、課税明細書の地
目が「雑種地宅地並み」となっている土地について評

価方式を変更します。
雑種地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、

牧場、原野のいずれにも該当しない土地のことをい
い、その評価は付近の土地の価格をもとに、類似する
土地との位置や形状などを考慮して評価します。雑種
地のうち宅地に類似する土地を「雑種地宅地並み」と
いい、この雑種地宅地並みの評価方法を、「標準地比
準方式」から、宅地と同じ「市街地宅地方式」へ変更
します。

評価方式を変更することにより、宅地と同様に、毎
年見直される路線価を評価額に反映させることがで
き、また使用状況や土地の形状に応じた個別の評価が
できるようになります。

なお、評価方式の見直しにより、令和６年度の課税
額が高くなる場合があります。高くなる方には事前に
お知らせいたします。

■お問合せ
税務課資産税係　☎55・6562（直通）

６
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所得税の確定申告をする方は、それを基に町・県民税の計算を行いますので、町・県民税の申告が不要となり

ます。所得税の確定申告は、スマートフォン・パソコン・タブレットを使うと確定申告書の作成から電子送信ま

で行うことができるため、好きな時間に好きな場所で確定申告をすることができます。

令和６年度（令和５年分）町・県民税申告相談 ②

所得税の申告はスマホ・パソコン・タブレットで簡単に申告できます！

令和６年度から森林環境税（国税）の課税が始まります！
日本は国土の約７割が森林です。森林は温室効果ガスの削減や土砂崩れの防止、水の浄化などの多くの機能を

持っていますが、それらの機能を活かすためには、しっかりと整備することが必要です。森林整備等の財源とし

て、国から市町村へ森林環境譲与税として譲与される仕組みとなっており、その財源として、令和６年度から森

林環境税が新設されます。

森林環境税の年税額は1,000円で町・県民税均等割と一緒に徴収します。町・県民税非課税の方は、森林環境

税も非課税となります。

なお、東日本大震災復興からの復興を図ることを目的として、臨時的に引き上げていた町・県民税均等割の税

率を元に戻すため町民の皆様に負担していただく税額は変わりありません。

「確定申告を e-Tax で行う
方法についての動画解説」「確定申告書等作成コーナー」

税率 平成25年度 平成26年度～
令和５年度 令和６年度～

県民税
個人住民税

均等割

1,000円 1,500円
（うち復興特別税：500円） 1,000円

町民税 3,000円 3,500円
（うち復興特別税：500円） 3,000円

国税 森林環境税 － － 1,000円

計 4,000円 5,000円 5,000円

要介護認定を受けている方へお知らせです
令和５年12月31日現在（申告対象期間の途中で死亡等により資格喪失した場合は当該資格喪失日現在）要介

護１～５に認定されている方に、申請に基づき『障害者控除対象者認定証』を交付します。

希望される方は、町役場保健福祉課介護保険係（⑤窓口）に介護保険被保険者証と申請書を提出してください。

後日認定証を送付します。

所得税及び住民税（町県民税）を申告する際に、この認定証を提示することにより、本人またはその扶養者が

所得控除（障害者控除）の適用を受けることができます。

※郵送での申請も受け付けております。申請書様式は町ホームページに掲載しております。

※要支援１・２の方は該当しません。

■お問合せ　保健福祉課介護保険係　☎55・6568（直通）

４

５
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火災予防・交通安全　  こちら警察・消防！

火を消して火を消して

不安を消して　つなぐ未来不安を消して　つなぐ未来

甲種防火管理新規講習
該当する施設は受講を！

●とき
【第５回】　令和６年３月12日（火）・13日（水）
【１日目】午前9時30分～午後４時10分
【２日目】午前9時30分～午後４時20分
※２日間の受講が必要です。
●ところ
【 第 ５ 回 】 岩 木 文 化 セ ン タ ー あ そ べ ー る「 １ 階
ホール」（弘前市賀田一丁目18番地４）
●定員　100名
●申込み
【 第 ５ 回 】 令 和 ６ 年 ２ 月 ５ 日（ 月 ） ～ ２ 月 ９ 日

（金）
　消防本部予防課または最寄りの消防署・分署で
受付します。なお、申込み受付期間内であっても
定員になり次第、受付を終了いたします。
●受講料
　講習料は無料ですが、事前に書店等でテキスト
を購入していただきます。
※講習についての詳細は弘前地区消防事務組合の
ホームページでも見ることができますのでご覧く
ださい。
（http://www.hirosakifd.jp/）

●その他
　新型コロナウイルス感染症対策のため、講習会
はマスクの着用をお願い致します。なお、感染拡
大状況によっては、安全確保の観点から中止や日
程変更の可能性があります。

■お問合せ
　弘前消防本部予防課　☎32・5104

消防水利の確保にご協力ください

消防署では、火災時に消火活動がスムーズにい
くよう防火水槽や消火栓など、消防水利の確保に
努めていますが、まれに防火水槽や消火栓の付近
に駐車している車が見受けられます。迅速な消火
活動を行うため防火水槽や消火栓の付近に車を絶
対に駐車しないようにしてください。

※ 道 路 交 通 法 に て 消 防 水 利 付 近 は 駐 車 禁 止 と
なっております。

特に冬期間は、雪が消防水利の確保の妨げにな
る恐れがあるため、防火水槽や消火栓の近くに雪
を積み上げたりしないようご協力をお願いいたし
ます。

また、狭い道路での駐車は、消防車や救急車の
通行の妨げになり、現場への到着が遅れることに
なりますので、緊急車両が近づいたら、速やかに
車を移動しますよう、よろしくお願いいたします。

■お問合せ
　東消防署南分署　☎48・2108

■大鰐町内の火災・救急発生状況（11月末累計）

令和５年 前年比

火　災 ３件 ＋２件

救　急 414件 ＋30件

令和５年度全国統一防火標語令和５年度全国統一防火標語

東消防署 南分署
☎48・2108

消防だより
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特殊詐欺の被害をなくそう！
●青森県内の令和５年11月末現在の特殊詐欺発生状況
認知件数　90件（前年比＋59件）

被害金額　約3億2,413万円（前年比＋約6,383万円）

未然防止件数　82件（前年比＋28件）

11月末までに認知した90件のうち、23件が金融商品詐

欺でした。金融商品詐欺とは、簡単に説明するともう

け話です。何度も振り込むことで被害金額が大きくな

る傾向があり、幅広い世代の方が被害に遭っています。

●金融商品詐欺について
▶被害に遭うきっかけ
例）SNS に突然メッセージが届き、やりとりを続けて

いるともうけ話を勧められる。（FX、暗号資産、金
きん

へ

の投資をかたる手口が急増中！）

▶犯人からの甘い言葉
例）「投資のアプリをインストールして、言われた通り

に操作、振り込みするだけで利益が出る。」

「SNS の投資グループの指導者に従って振り込めば儲

かる。」

被害に遭わないために、注意するポイント！！
① SNS のやり取りしかなく、会ったことのない人の話

を信用しない！

②お金の振込先が個人名義の口座の場合は、ほぼ詐欺

なので注意！

③振り込む前に、相手のことや投資方法をインターネッ

ト等で調べる。

④振り込む前に、家族、知人、最寄りの警察署や交番

等に相談する。

除排雪中の事故を防止しよう

●令和４年度の雪害発生状況
①発生件数

113件113人（－102件，－106人）死亡者10人（－３人）

②発生要因等
雪下ろし中に転落したものが最も多く、次いで屋根雪の

落下によるものが多く発生しています。

また、高齢者が多く被害に遭っています。

●除排雪中の事故を防止するため、次のことに気をつ
けましょう
【雪下ろし中の転落事故防止】
①「命綱やヘルメットをつける」「滑り止めの付いた靴を

履く」などをして、転落防止に十分注意しましょう。

②転落時に備え、屋根の下などには雪を残して作業を

しましょう。

③梯子の昇り降りは、梯子を確実に固定し転落事故防

止に十分注意しましょう。

④除雪作業は、家族や近所の人にも声を掛けて、でき

るだけ複数で行うようにしましょう。また、体調が

悪い時などは無理をしないようにしましょう。

⑤軒下からの屋根の雪落としは、雪の下敷きにならな

いよう十分注意しましょう。

⑥晴れの日は屋根の雪がゆるんでいるので、特に注意

しましょう。

【除雪機による事故防止】
①除雪機の点検や雪詰まりを取り除く時は、必ずエン

ジンを停止してから行いましょう。

②作業中には周りに人を近付けないようにしましょう。

また、移動する際にも特に後進するときには後方や

足下を確認するなど、自身や周囲の方に注意して作

業しましょう。

③エンジンを掛けたまま除雪機から離れないようにしま

しょう。

冬道のスリップ事故を防止しよう

●冬期間のスリップ事故の特徴
①午前７時から８時台に多発傾向にあります。

②「追突」事故が最も多く、全体の約６割を占めています。

●冬道の安全走行のポイント
①ゆとりで走ろう、心と時間と車間距離
・１割以上のスピードダウン　・２倍以上の車間距離

・３分以上早めの出発

②カーブ手前では十分に減速を！
③降雪や吹雪により視界が悪いときは、昼間でもライト

を点灯して、自分の車の存在を相手に見せましょう。
④坂道の走行には注意！

１割以上のスピードダウン、２倍以上の車間距離、
３分以上早めの出発を！

■記事に関するお問合せ
　黒石警察署　☎52・2311

黒石警察署大鰐交番　☎48・2241

警察だより
黒石警察署大鰐交番
☎48・2241
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お知らせ・募集など　  おおわにかわら版 

…ファクス　 …E メール　 …ホームページ　 …お問合せ・お申込み先F HE 問

弘
前
地
区
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
か
ら

の
お
知
ら
せ

【
廃
材
で
科
学
を
楽
し
も
う
】
参
加
者
募

　

廃
材
や
段
ボ
ー
ル
、
紙
コ
ッ
プ
を
使
っ
て
不
思

議
で
楽
し
い
科
学
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
と
き　
２
月
17
日
（
土
）　

午
前
９
時
30
分
～

正
午

●
と
こ
ろ　
弘
前
地
区
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
プ
ラ

ザ
棟
（
弘
前
市
大
字
町
田
字
筒
井
６
―
２
）　

●
講
師　
福
田
智
好
さ
ん
（
弘
前
市
少
年
少
女
発

明
ク
ラ
ブ
会
長
）

●
定
員　
小
学
生
と
そ
の
保
護
者
20
組

　

※
参
加
小
学
生
一
人
に
つ
き
保
護
者
一
人
の
同

　

伴
と
し
ま
す
。

●
参
加
料　
無
料

●
持
ち
物　
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。

●
申
込
方
法　
往
復
は
が
き
に
教
室
名
・
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
ご
記
入
の
上
、
２
月

２
日
（
金
）
必
着
に
て
ご
郵
送
く
だ
さ
い
。

※
往
復
は
が
き
１
枚
に
つ
き
２
人
ま
で
応
募
で

き
ま
す
。
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
で
決
定
し
、

２
月
９
日
（
金
）
ま
で
に
抽
選
結
果
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
詳
細
は
プ
ラ
ザ
棟
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
小
枝
の
お
ひ
な
様
作
り
教
室
】
参
加
者
募
集

 

小
枝
と
畳
を
使
っ
て
お
ひ
な
様
を
作
り
ま
す
。

楽
し
く
リ
ユ
ー
ス
と
リ
サ
イ
ク
ル
を
体
験
し
て
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
お
ひ
な
様
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
と
き　
２
月
24
日
（
土
）　

午
前
９
時
30
分
～

午
前
11
時
30
分

●
と
こ
ろ　
弘
前
地
区
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
プ
ラ

ザ
棟
（
弘
前
市
大
字
町
田
字
筒
井
６
―
２
）　

●
講
師　
尾
崎
行
雄
さ
ん

●
対
象　
小
学
生
以
上
10
人
（
小
学
生
の
場
合
は

保
護
者
の
同
伴
が
必
要
で
す
。）

●
参
加
料　
無
料

●
持
ち
物　
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。

※
作
業
が
し
や
す
く
、
汚
れ
て
も
構
わ
な
い
服
装

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
申
込
方
法　
往
復
は
が
き
に
教
室
名
・
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
（
日
中
連
絡
で
き
る
も

の
）
を
ご
記
入
の
上
２
月
９
日
（
金
）
必
着
に
て

ご
郵
送
く
だ
さ
い
。

※
往
復
は
が
き
１
枚
に
つ
き
２
人
ま
で
応
募
で

き
ま
す
。
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
で
決
定
し
、

２
月
16
日
（
金
）
ま
で
に

抽
選
結
果
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
詳
細
は
プ
ラ
ザ
棟

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
弘
前
地
区
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
プ
ラ
ザ
棟

（
〒
０
３
６
―
８
３
１
４　

弘
前
市
大
字
町
田
字

筒
井
６
―
２
）　

☎
36
・
３
３
８
８

※
受
付
時
間
は
９
時
～
16
時

※
月
曜
日
は
休
館
日
で
す
。
月
曜
日
が
祝
日
の
場

合
は
翌
日
が
休
館
日
と
な
り
ま
す
。

青
森
県
県
民
公
開
講
座
の
お
知
ら
せ

心
臓
リ
ハ
ビ
リ
で
心
臓
病
の
再
発
を
予
防
し
よ
う

●
と
き　
１
月
25
日
（
木
）　

午
後
３
時
～
午
後

４
時

●
と
こ
ろ　

①
弘
前
大
学
医
学
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
（
１
０
０
名
）

②
弘
前
大
学
医
学
部
附
属
病
院
１
階　

脳
卒
中
・

心
臓
病
等
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
実
況
中
継
（
10

名
）

③
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
配
信
（
１
０
０
名
）

●
講
師　
石
岡　

新
治
さ
ん
（
弘
前
大
学
医
学
部

附
属
病
院　

医
療
技
術
部　

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
部
門　

理
学
療
法
士
）

●
申
込
方
法　

　

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
第
４
回
青
森
県
県
民
公

　
　

開
講
座
か
ら

　

・
お
電
話
・
メ
ー
ル
に
て

　
　

申
し
込
み

　

・
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

※
当
日
の
お
申
込
み
や
キ
ャ
ン
セ
ル
も
可
能
で
す

問
青
森
県
・
弘
前
大
学
附
属
病
院　

脳
卒
中
・
心

臓
病
等
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
39
・
５
４
５
９

E
noushincenter@

hirosaki-u.ac.jp

被
害
者
支
援
活
動
員
第
13
期
生
募
集

あ
お
も
り
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
犯
罪
・

交
通
事
故
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
方
や
そ
の
ご
家

族
・
ご
遺
族
に
、
各
種
支
援
を
行
う
民
間
の
被
害

者
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
で
す
。
た
だ
今
、
被

害
者
支
援
活
動
員
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
詳
し

く
は
事
務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
事
務
局　

公
益
財
団
法
人
あ
お
も
り
被
害
者
支

　

援
セ
ン
タ
ー
（
青
森
市
中
央
３
―
20
―
30
）

☎
０
１
７
・
７
１
８
・
２
０
８
５

公
立
小
・
中
学
校
臨
時
的
任
用
職
員

の
募
集
に
つ
い
て

●
講
師
募
集
（
令
和
６
年
４
月
～
）

公
立
小
・
中
学
校
に
お
い
て
、
令
和
６
年
４

月
か
ら
勤
務
が
可
能
な
児
童
・
生
徒
の
指
導
に
当

た
る
講
師
（
臨
時
的
任
用
職
員
）
を
募
集
し
て
い

ま
す
。「
短
時
間
な
ら
で
き
そ
う
」
な
ど
、
お
気

軽
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
応
募
資
格

小
・
中
学
校
の
教
員
免
許
状
を
所
有
し
て
い

る
人※

「
臨
時
免
許
状
」
を
授
与
す
る
こ
と
に
よ

り
、
所
持
免
許
状
以
外
の
校
種
・
教
科
の
指
導
が

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
例
）
中
学
校
（
数
学
）
の
免
許
状
を
有
し

て
い
る
方
が
小
学
校
で
教
科
指
導
が
で
き
る
。

●
応
募
方
法

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
二
次
元
コ
ー
ド
）
か
ら

「
青
森
県
公
立
学
校
臨
時
的
任
用
職
員
志
願
書
」

を
印
刷
・
記
入
の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
県
教
育
庁
中
南
教
育
事
務
所

（
弘
前
市
蔵
主
町
４
）

☎
32
・
４
４
５
１訂

正
と
お
詫
び

　

令
和
５
年
12
月
号
第
３
ペ
ー
ジ
の
「
ク
ッ
キ
ー

づ
く
り
を
し
ま
し
た
」
の
記
事
に
つ
い
て
、「
鰐
っ

子
ク
ラ
ブ
」
と
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
正
し
く
は

「
わ
に
っ
こ
ク
ラ
ブ
」
で
し
た
。
訂
正
し
お
詫
び
申

し
上
げ
ま
す
。
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行事予報・戸籍の窓口など　  月替わりの掲載コーナー 

広報おおわに １月号

行事予報
■
毎
月
20
日
は
、
健
康
の
日
で
す
。
自
分
の
で
き
る
こ
と
か
ら
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

１ 月
４日（木）○役場開庁日（通常通り8：15から開庁しています）

20 日（土）○健康フェスタ in 鰐 come（地域交流センター「鰐 come」）

27 日（土）○文化財火災防ぎょ訓練（大円寺）

２ 月
９日（金）～ ○町・県民税申告相談（会場については、P12をご確認ください）

■天候等による日程の変更にご注意ください

おくやみもうします
亡くなった人（年齢）地区名

大鰐町の人口と世帯数
令和５年11月末日現在
人　口 8,492人
前月比 －20人
　　男 3,910人
　　女 4,582人
平均年齢 57.1歳
世帯数 4,080世帯
前月比 －6世帯

戸籍の窓口
■ 11 月受付分

（※順不同、敬称略。大鰐町に届け出し、希望された方のみ掲載しています。）

・工
く

　藤
どう

　いろは（大鰐10）

・外
との

　崎
さき

　里
り い さ

美咲（三ツ目内 A）

・吹　田　キ　ヤ（95歳）駒木

・吹　田　以佐雄（87歳）駒ノ台

・幸　山　作　蔵（85歳）高野新田

・石　郷　富　明（83歳）蔵館５B

・成　田　フメヱ（86歳）蔵館８

・成　田　サ　ツ（97歳）八幡館

・野　呂　利　男（75歳）大鰐９

・阿　保　チ　セ（91歳）八幡館

・工　藤　英　子（90歳）元長峰

・山　口　忠次郎（92歳）虹貝

・渡　邊　金一郎（100歳）高野新田

お誕生おめでとう
お子さん（地区名 )
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発
行
　
大
鰐
町
役
場
（
〒
〇
三
八
―
〇
二
九
二
　
青
森
県
　
　
　
　
南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
大
鰐
字
羽
黒
館
五
番
地
三
）　
　
　
　
　
　
編
集
　
総
務
課
　
☎
〇
一
七
二
―
四
八
―
二
一
一
一

たくさんの報道陣に
囲まれながらも堂々と対
応していたのが印象的で
した。「町民の皆さんに
一軍で活躍している姿を
見せたい」と意気込んで
おり、今後の活躍が非常
に楽しみです。

ケ ガ の な い よ う 頑
張ってください！

プロモーション動画を youtube にて公開中

古村ゼミナールの皆様に作成してい
ただいたプロモーション動画です。
企画・撮影・編集まで学生さん達が
中心となって作成しました。右記
QR コードから紹介ページを是非ご
覧ください。

町
で
は
、
大
鰐
町
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
「
わ
に
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」
に
若
者
世

代
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
べ
く
、

国
立
大
学
法
人
弘
前
大
学
の
古
村

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
皆
様
と
協
力
し
て

構
築
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
計
５

回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
い
た
だ

い
た
意
見
は
可
能
な
限
り
反
映
し
、

今
後
の
運
用
に
も
活
用
し
て
い
き

ま
す
。

ま
た
、
こ
の
協
働
実
績
を
基
に
、

今
後
の
更
な
る
連
携
を
目
指
す
べ

く
、
同
日
に
国
立
大
学
法
人
弘
前

大
学
と
連
携
協
力
に
関
す
る
協
定

を
締
結
し
ま
し
た
。

大鰐町ＨＰへ
ジャンプします

わになって みんなポカポカ 大鰐町


